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秋
田
県
条
例
第
十
二
号

秋
田
県
県
税
条
例
及
び
秋
田
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
七
条
第
一
項
中
「
数
量
」
の
下
に
「
（
第
一
号
又
は
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
消
費
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税
が
課
さ
れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽

油
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
消
費
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
に
相
当
す
る
部
分
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量
と
し
、
第
五
号
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
第
百
二
十
二
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
製
造
の
承
認
を
受
け
た
当
該
消
費
又
は
譲
渡
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税
又
は
揮
発
油
税
が
課
さ

れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
又
は
揮
発
油
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
消
費
又
は
譲
渡
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
又
は
揮
発
油
に
相
当
す
る
部

分
の
軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
後
、
住

宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
（
同
項
」
を
「
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
後
、
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
（
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
個
人
」
を
「
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
個
人
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
条
の
八
の
見
出
し
中
「
免
税
の
特
例
」
を
「
課
税
免
除
の
特
例
に
係
る
手
続
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

第
十
八
条
の
八
の
二

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
特
例
対
象
事
業
者
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
事
業
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
引
取
り
に
係
る
軽
油
と
軽
油
以
外
の
炭
化
水
素
油
（
第
百
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

炭
化
水
素
油
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
混
和
し
て
炭
化
水
素
油
の
製
造
を
行
う
場
合
（
鉄
道
用
車
両
又
は
軌
道
用
車
両
の
燃
料
タ
ン
ク
内
に
お
い
て
製
造

を
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
百
二
十
二
条
の
十
六
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
製
造
を
行
つ
た
炭
化
水
素
油
が
軽
油
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
用
を
受
け
た
特
例
対
象
事
業
者
が
、
同
日
ま
で
に
、
当
該
軽
油
と
軽
油
以
外
の
炭

化
水
素
油
を
混
和
し
て
炭
化
水
素
油
の
製
造
を
行
う
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

特
例
対
象
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
製
造
を
行
う
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
事
項
を
、
総
合
県
税
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事
務
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
例
対
象
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
総
合
県
税
事
務
所
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
第
一
項
の
製
造
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
事
項
を
こ
れ
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
に
係
る
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
並

び
に
前
月
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
月
」
と
、
「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
行
つ
た
附
則
第
十
八
条
の
八
の
二
第
一
項
の
製
造
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
の
」
と
す
る
。

附
則
第
十
八
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中
「
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
四
項
」
及
び
「
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
五
項
」
を
削
り
、
「
車
両
総
重
量
」
の
下
に
「
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に

規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
）
」
を
、
「
ト
ラ
ッ
ク
」
の
下
に
「
（
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
道
路
運
送
車
両
法
」
を
「
同

法
」
に
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
を
「
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
「
附
則
第
四
条
の

十
一
第
十
三
項
」
を
削
り
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

（
秋
田
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
又
は
同
号
㈡
」
を
「
若
し
く
は
同
号
㈡
」
に
改
め
、
「
有
し
な
い
も
の
」
の
下
に
「
又
は
前
事
業
年
度
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
人
（
八
年
新

条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
㈡
（
八
年
新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の

法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
同
号
㈡
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
県
税
条
例
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

新
条
例
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
附
則
第
十
八
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
炭
化
水
素
油
（
秋
田
県
県
税
条
例
第
百
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
炭
化
水
素
油
を
い
う
。
）
の
製
造

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
附
則
第
十
八
条
の
十
四
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


